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2000年の交通バリアフリー法以来，さまざまな法制度や事業手法が定着し，ハード・ソフトの両面で高

齢者や障がいをもつ人々の移動環境の改善が進められてきた．しかしなお効果の不十分な場面・人が残さ

れるため，継続的なスパイラルアップが必要とされて来ている．このような進化の重要性について，社会

一般の理解は未だ十分とは言えない． 

こういった現状を打開するため，改めてバリアフリー整備に求められるべきアウトカムは何なのか，ま

たそれを得ることの社会的意義は何なのかを明確にするとともに，これまでの優れた取組み事例をレビュ

ーし，移動の権利を保障することへの理解がそれらのなかでどのように進んでいるかを示す． 
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1. はじめに 

 

2000 年の交通バリアフリー法以来，さまざまな

法制度や事業手法が定着し，ハード・ソフトの両面

で高齢者や障がいをもつ人々の移動環境の改善が進

められてきた．しかし，これまでの過程でその必要

性の議論は十分ではなかったため，経済情勢や行政

の財政的な事情によってはさらなる展開が制約され

るだけでなく，これまで整備されてきたハードの維

持管理やソフト政策の継続性もが懸念される事態に

なることも危惧される． 

本セッションでは，改めて高齢者や障がいをもつ

人々の移動環境の整備のアウトカムは何なのか，ま

た方法論としてどういったコンセプトで制度が作ら

れてきたのかなどについて，既存の取り組み事例を

も参考に，レビューするものである．さらに，それ

らに基づき，移動の権利を保障することへの理解が

現状でどのように進んできているのかを議論を通じ

て明らかにすることを目指すものである． 

なお，本セッションは「移動権の考え方に基づく

移動環境の整備・評価に関する研究小委員会」の活

動として行われる． 
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2. バリアフリー法における継続的改善と利用

者意思の尊重のしくみ（山田 稔） 

 

(1) 当事者参加の仕組み 

2000 年に制定された交通バリアフリー法におい

ては、法本体やそれに基づく通達等の中で、障害者

等の当事者の参画を重視した規定がいくつも登場す

る。2006 年のバリアフリー新法においてもこれら

の規定は引き継がれ、あるいは強化されている。 

具体的に新法 1) の場合には、第 25 条の 6 で移動

円滑化基本構想の策定に際し「高齢者、障害者等

その他利害関係者の意見を反映させるために必要

な措置を講ずる」こと、第 27 条第 2 項で基本構

想の作成・変更を提案できることが規定されてい

る。 

またこれに基づいて大臣が制定した基本方針 2)

においては、主だったものだけでも、まず冒頭の

「移動等円滑化の意義」で、全体的な視点で「移

動等円滑化を進めるに当たっては、高齢者、障害者

等の意見を十分に聴き、それを反映させることが重

要である」とあり直接の参加の重要性が述べられて

いる。続く「移動等円滑化の目標」では随所に「高

齢者、障害者等の利用の実態等を踏まえて、移動等

円滑化を可能な限り実施する」とあり、財源制約等

のもとでの優先施策の決定に際して当事者の実態の

把握の重要性がうたわれている。 

さらに交通事業者等が行う整備に際し「高齢者、

障害者等の意見を反映させるために可能な限り計画

策定等への参画を得ること等」が規定されているし、

その職員等への教育訓練に際し「高齢者、障害者等

の意見を反映した対応マニュアルの整備」や、教育

訓練の過程で「高齢者、障害者等の参画を得ること」

が望ましいといった内容が明記されている。 

自治体が行う基本構想策定においては法の規定に

さらに踏み込んで「法第二十六条に規定する協議会

を積極的に活用し、高齢者、障害者等の参画を得る

ことが求められる」と具体的な方法論まで明記され

ている。さらに「高齢者、障害者等の利用者及び住

民が積極的に参加し、この参加プロセスを経て得ら

れた知見を共有化し、スパイラルアップを図ること

が望まれる。」とも記されている。 

基本構想策定における参加の実態については，例

えば筆者の文献 3)などがあるが、少なくとも形式

上は基本方針の規定を守った進め方がなされている

ところが少なくない。一方、基本方針で交通事業者

等の努力義務とされている部分に関しては、事例的

に紹介される優れた事例は存在している(古くは 4)

など)ものの、必ずしも当たり前のこととして定着

しているとは言えない状況にある。これをより活性

化するためには行政が間に入ることも有効と考えら

れるが、そういった意図を持った自治体の存在は稀

である。 

 

(2) 何のための当事者参加か 

例えば文献 5)などにバリアフリー法で当事者参

加が規定されていることの意義が論じられているが、

ひとつには利用者のニーズに対する理解を深めるこ

とにより、効果的な整備を行えるようにすることで

ある。特に中途半端で役に立たない整備にならない

ようにするためには、関連する範囲や機能等と一体

的な整備が必要な場合が少なくない。すなわち、整

備の質を担保することにある。 

2 点目として、前述の基本方針の目標にあるよう

に、限られた財源で得られる効果を最大にしようと

したとき、当事者の実態やニーズの理解に基づいて

事業の優先順位を決めるためである。事業の整備効

果の客観的な評価が容易ではないため、評価するの

であれば当事者の満足度を用いることになるが、そ

のためにも実態やニーズの把握が重要になってくる。 

3 点目として、単に行政側の持つ情報を説明し理

解を深めるためであるが、同時にそのコミュニケー

ション技法の向上を模索することも必要となる。当

事者の意見を聞こうにも、専門家が見なければわか

らないような設計図面しか提供できない場合には非

常に困難となる。加えて視覚等の情報障害を有する

当事者ではさらなる困難を乗り越えることが必要で

ある。 

さらには、当事者が意思決定に参画することで、

その責任の一端を担うという考え方も当然ありうる。 

 

(3) 利用者から見た時の当事者参加 

前節で述べたことは、おもに参加に及び腰な事業

者や行政に対してその重要性を説明するために論じ

られてきたことである。実際に参加する当事者の立

場からはもっと違う説明が必要となる。 

重要なのは、参画する当事者は、参画すること自

体は負担ではあるが、より大きな効果が期待される

場合に参画のモティベーションが生じるという点で

ある。すなわち、参画することによって事業内容等

が自分自身や同じような障害をもつ人にとってより

良いものになると確信が持てること、またそれが実

現するまでに時間が要する場合であっても互いの信

頼関係が維持されると期待できること、さらに身体

的な障害によって参画の負担は大きい場合でもそれ

を軽減するための配慮に期待できること、などの条

件を整備することが、法で定められたような参加・

参画を活性化する上で重要な要素となりうる。 

しかし、現在の法制度においては、「必要な措置

を講じる」との文言があるが、具体的積極的に参画

することのインセンティブへの配慮があるわけでは

ない。 

 

(4) 次のステップに向けて 

財源が限られ、また人々の行動や意識を変革させ

るだけのバリアフリー化に長い時間を要するという

条件のもとで、効果的にバリアフリー化を進めてい

く方法論がスパイラルアップである。 

それを長期にわたって安定的に進んでいくために
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は、目標とすべき理念と、それがすべての関係者に

共有されているという信頼関係が必要である。バリ

アフリー法や基本構想ではその理念が確立されてい

るかのように見えて、現実には必ずしもすべての関

係者が理念共有の意識を持っているとは限らない。 

そのなかで、特に、自立した移動が可能な交通環

境の整備を目指すことの必然性について、改めて議

論し理解を深めていくことが必要と思われる。 
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3. 地域公共交通の計画づくりにみる移動の権

利 （吉田 樹） 

 

(1) 近年における地域公共交通制度の変化1) 

地域公共交通は，市民の「おでかけ」を支える身

近な存在である半面，被規制産業としての側面も持

つ．わが国の乗合バス事業は，長年にわたり需給調

整規制の下で運営されてきた．交通事業者には，事

実上のエリア独占が認められた一方で，不採算路線

は採算路線の収益により維持されてきた（内部補

助）．しかし，2002年2月には，乗合バス事業の規

制緩和により，需給調整規制が撤廃され，路線への

参入や退出が原則自由化されることになった．これ

がわが国の地域公共交通政策の大きな転換点となる．

規制緩和前の乗合バス事業は，国と交通事業者との

関係が基本であり，地方公共団体（とりわけ市町村）

が主体的に関与する機会がなかった．そのため，市

町村が関与できたのは，例えば，交通事業者に委託

運行しているコミュニティバスや廃止代替バスなど，

直接に補助金を支出しているケースに限られていた

のである．しかし，規制緩和を契機に，不採算路線

の必要性を判断する主体は，地方公共団体に委ねら

れることになった． 

次の転換点は，2006年10月の道路運送法改正で

制度化された「地域公共交通会議」である．道路運

送法は，乗合バス事業などを規定する法律であるが，

地域公共交通を収益事業としてみなす「事業法」と

しての色彩が強い．例えば，運賃の設定に関しては，

総括原価方式（事業者の経営に必要なコストの合計

に適正利潤を加えた額を賄える収入を確保できる運

賃設定）に基づく上限認可制となっている．そのた

め，利用者の減少を運賃値上げによりカバーして採

算性を確保しようとすることが原則である．しかし，

利用者減少局面で運賃値上げを行うと，さらなる利

用者の逸走を招く「悪循環」に陥ることになる半面，

市町村も，旧来からの乗合バス路線をマネジメント

することができなかった．これは，運賃体系に限ら

ず，経路や時刻の設定など運行計画の全般にわたる

ことであり，言い換えれば，市町村は欠損補助（経

常収入と経常費用との差額）を支出する以外のカー

ドを持ちえなかったのである．地域公共交通会議制

度は，コミュニティバス等の導入や運賃等の軽微な

変更について，同会議での協議が整えられれば，許

可等の手続きが簡素化されるとともに，旧来の乗合

バス路線についても同様に議論できるようになった． 

しかし，地域公共交通会議は，多くの市町村で設

置されたものの，コミュニティバスやデマンド交通

の運行計画を協議する場と捉えられる向きもあり，

これらの新設や再編がない限りは，ほとんど開催さ

れない会議が多く，既存の乗合バスも含めた全体的

な改善を議論する協議会は少数であった．そこで，

2007年10月には，「地域公共交通の活性化および

再生に関する法律（活性化・再生法）」が施行され，

市町村が関係する公共交通事業者，道路管理者，公

安委員会，利用者等で構成する協議会での協議を経

て，地域公共交通の活性化・再生を総合的かつ一体

的に推進するための「地域公共交通総合連携計画

（連携計画）」を作成できる旨を位置づけた．また，

財政支援措置として，地域公共交通活性化・再生総

合事業を創設し，連携計画の策定に際して必要な調

査費を協議会に対して，国が定額で補助するととも

に，同計画に位置付けられた事業についても，国が

3年間を限度に協議会に対して半額を補助するスキ

ームが作られた．こうして，全国で約4分の1の市区

町村が連携計画を策定することになり，公益事業と

しての地域公共交通政策に変化してきたのである． 

 

(2) 交通基本法の検討と「生活交通サバイバル戦略」 

こうしたなかで，2009年9月の総選挙で民主党が

圧勝すると，「交通基本法」の制定に向けた動きが

加速した．同法は，2003年と2007年の2回にわたり，

民主党と社民党の共同提案として法案が提出され，

いずれも廃案となった経緯がある．政権交代後，

2009年11月から2010年6月にかけて，13回にわたる

「交通基本法案検討会」を開催し，有識者からのヒ

アリングを行い，2010年6月には，「交通基本法の

制定と関連施策の充実に向けた基本的な考え方

（案）」としてとりまとめられている．このなかで

は，「交通基本法の根幹に据えるべきは『移動権』

だと思います．まず，私たちひとりひとりが健康で

文化的な最低限度の生活を営むために必要な移動権

を保障されるようにしていくことが，交通基本法の

原点であるべきです．」と述べられており，地域公

共交通の維持・再生，活性化と，ユニバーサル・デ

ザイン推進のために必要な支援措置の充実を掲げて

いる2)．しかし，「移動権」に関しては，社会資本

整備審議会・交通政策審議会に設置された，交通基

本法案検討小委員会で討議され，「交通基本法案に
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文字どおり『移動権』若しくは『移動権の保障』と

規定することは，現時点では，時期尚早であると考

えられる．」と結論付けられた．但し，「交通基本

法案の基本理念及び基本的な施策として，地域にお

ける生活交通の確保維持改善を図り，及び高齢者，

障がい者等はもとより，すべての人々の移動に係る

ユニバーサルデザイン化の推進の重要性について規

定すべきである．」と述べられており，政策の範疇

化は図られている3)． 

一方，財政支援措置については，事業仕分けと省

内事業レビューの結果を踏まえて，活性化・再生総

合事業が廃止された．しかし，国土交通省は，地方

バス路線維持費など公共交通関連の予算（総額

219.5億円）を見直し，統合した「地域公共交通確

保維持改善事業（生活交通サバイバル戦略）」を

「元気な日本復活特別枠」として提案し，総額453

億円を要求した．その結果，各省庁から提案された

189事業中9位の5,526件のパブリックコメントが提

出され，そのうち95％以上が同事業に肯定的な意見

であったことから，最終的に305億円の予算規模で

事業がスタートすることになった． 

 

(3) 交通基本法の廃案と市町村の公共交通計画 

交通基本法案は，2011年3月8日に提出されたが，

直後の東日本大震災による影響や，民主党政権への

問責決議による審議停滞などの要因が重なり，衆議

院の国土交通委員会で数回の審議が行われたものの，

三たびの廃案となってしまった．また，交通基本法

を踏まえた財政支援措置でもあった，地域公共交通

確保維持改善事業は，基本的に交通事業者に対する

補助に切り替わった（計画等を策定する調査事業を

除く）ことから，市町村等の協議会では何を議論す

ればよいのかを見いだせずにいるケースも少なくな

い． 

一方，地方公共団体における公共交通計画に関し

ては，民主党・社民党が共同提案した，以前の交通

基本法では，都道府県交通計画（第15条），市町村

交通計画（第16条）をそれぞれ法定計画として義務

付けられていたが，2011年に上程された同法案では，

「地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件

に応じた施策を策定し，及び実施する責務を有する」

（第9条）となり，「計画」という文言がなくなっ

ている．但し，地域公共交通確保維持改善事業では，

地域間幹線系統確保維持計画や地域内フィーダー系

統確保維持計画など，「計画」の策定が財政支援を

受けるためには必須になっている．しかし，確保維

持改善事業の「計画」は，モードごと系統ごとの個

別事業計画であり，活性化・再生法に位置づけられ

ている連携計画のような総合性はない． 

全体（連携）計画と個別事業計画との関連につい

ては，図3-1に示しているが，現行制度では，活性

化・再生総合事業のように，全体計画の策定に対し

て，財政的なインセンティブが明確ではないため，

全体計画の策定意義を見出せない市町村，あるいは

既に策定した連携計画の改定を行わない協議会が少

なくない．「移動権」保障のために欠かせない，地

域公共交通政策の理念や目標が描かれないまま，事

業だけが進められる懸念がある． 

 

参考文献 

1) 吉田 樹：過疎地域におけるモビリティの確保，住宅，

pp.2-9，日本住宅協会，2012. 

2) 国土交通省：交通基本法の制定と関連施策の充実に

向けた基本的な考え方，pp.3-4，2010. 

3) 国土交通省：交通基本法案の立案における基本的な

論点について[報告書]，pp.8-9，2011. 

4) 秋山 哲男・吉田 樹 編：生活支援の地域公共交通，

学芸出版社，2009. 

 

4. 居住空間の歩行のバリアフリーの社会的意

義  (柳原崇男) 

(1) 居住空間の歩行の安全性 

近年の我が国の交通事故の件数，死者数は減少傾

向にある．特に幹線道路の死傷事故率は近年減少傾

向にあるが，居住空間である生活道路の死傷事故率

は横ばい傾向である．生活道路における死傷事故率

は，幹線道路の約2倍，歩行者・自転車の死傷事故

率に限っては，幹線道路の約5倍との報告がなされ

ている1)．特に歩行中の事故の死亡者の7割以上が高

齢者であり，かつ自宅付近の道路で事故が多発して

いる．これらに対し，ゾーン30等の安全対策がなさ

れてきているが，高齢者等に対する住居空間での事

故対策は急務の課題である． 

しかし，道路上における高齢者等への安全性につ

いては，もう一つの大きな課題がある．それは，高

齢者の転倒事故である．高齢者の転倒は，交通事故

同様，骨折による寝たきりなどの重篤な病体を引き

起こすことや転倒後の再転倒を恐れて外出を控えさ

せてしまうこともある．また，転倒により生じた外

傷は多くの医療費・介護費を費やすことから，高齢

社会において転倒予防の重要性が増している 2）．高

齢者の転倒実態は，厚生労働省の平成 21 年人口動

態調査 3）によれば，65 歳以上の不慮の事故（交通

事故，転落・転倒事故，災害等による事故など）に

図3-1 全体計画と個別事業計画4) 
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よる死亡者数 27,710 人に対し，交通事故死亡者数

は 13.7％（3,789 人）であり，転倒・転落死亡者数

は 21.5％（5,944 人）と交通事故死数より転倒・転

落事故死者数の方が多い． 

また，東京消防庁管内の平成 21 年中の救急搬送

人員 4）で見ると，救急搬送された高齢者は 249,566

人であり，その内，交通事故は 3.7％（9,186 人），

転倒，転落・滑落は 14.9％（37,230 人）である．

一方，6～64 歳のデータでは，救急搬送された

302,946 人の内，交通事故は 17.4％（52,804 人），

転倒，転落・滑落は 6.9％（20,975 人）であり，高

齢者は，交通事故よりも転倒事故で救急搬送される

人の割合が多い． 

高齢者で転倒，転落・滑落した発生箇所を見ると，

37,230 人の内，居住場所が 56.7％（20,849 人）と

最も多く，道路上 26.2％（9,754 人），公衆が出入

りする場所（駅や空港のホームや階段等）17.1％

（6,329 人）となっている．道路上での救急搬送さ

れた高齢者を人数を比較すると，交通事故は 9,186

人，道路上での転倒等は 9,754 人となり，ほぼ同等

の件数が発生していることがわかる．道路上の転倒

時については，発生個所までわかるデータは存在し

ないが，高齢者の生活行動や交通事故発生個所など

を考慮すると，居住地区内の道路が重要であると考

えらる．つまり，高齢者等の居住空間の歩行の安全

性を確保するためには，事故対策だけでなく，歩行

環境整備も重要である． 

そこで本稿では，居住空間のバリアフリーの意義

を安全性の観点から考察するものである． 

(2) 居住空間の歩行のバリアフリーの社会的意義 

a) 我が国の居住空間のバリアフリー化 

バリアフリー法によって，市町村が移動円滑化基

本構想を策定し，重点整備地区を定めている．バリ

アフリー法による重点整備地区の要件は，(1)生活関

連施設があり，かつ，それらの間の移動が通常徒歩

で行われる地区，(2) 生活関連施設及び生活関連経

路についてバリアフリー化事業が特に必要な地区，

(3) バリアフリー化の事業を重点的・一体的に行う

ことが，総合的な都市機能の増進を図る上で有効か

つ適切な地区という要件が定められており，多くの

市町村では，駅を中心とした公共施設が集積してい

る地区を選定している．スパイラルアップの一環と

して，重点整備地区の改善が完了後，住居地区のバ

リアフリー化を進めている自治体5)も存在するが，

居住空間のバリアフリー化はほとんど進められてい

ない． 

b) バリアフリー化と転倒対策 

前述の通り，我が国においては，道路上における

高齢者の転倒事故も多く発生しているが，バリアフ

リー法においては，それらの環境整備について触れ

られていない．一方，海外においてスウェーデンで

は，転倒対策としてバリフリー化が進められている．

スウェーデンでも我が国同様，高齢者の転倒事故は

多く発生している．それらの対策として，2011年に

改訂されたアクセシビリティに関する法律では，簡

単に取り除けるバリアはすぐに取り除かなければな

らず，また，これらのバリアが歩行者（高齢者等）

の転倒等の自損事故の原因となった場合もすぐに取

り除かなければならないとされている6）．さらにス

ウェーデンでは，高齢者の身体機能等を維持し，転

倒予防も兼ねた4輪歩行車を貸し出すなど，高齢者

の外出支援と転倒防止ための環境整備が共に進めら

れている． 

転倒予防に関するバリアフリー整備としては，

「つまずき」，「すべり」への対策，環境の視認性

向上が考えられる． 

久下ら7）は，高齢者の歩容を分析し，足先の高さ

からつまずきの発生確率を算出したところ，施行精

度から考えると2.4mm以下が望ましいとしている．

つまり，高齢者のつまづきを考慮すると，2.4mm以

上の不意な段差は極力解消すべきである． 

街中には，滑りやすい床材が多く存在してる．公

共施設の玄関ホールの磨かれたタイル舗装，歩道上

でも景観に考慮したタイル舗装などである．また，

雨や積雪などによっても，その滑り抵抗は大きく変

わる．床仕上げ材の滑り抵抗に関して，東京都の福

祉のまちづくり条例では，JISA5705の床材の滑り

試験方法によって測定される滑り抵抗係数（C.S.R）

が0.4以下は滑りやすいと定義しているが，単体に

その床材だけの滑り抵抗が問題ではない．特に，周

辺路面から一部分だけ滑り抵抗が変化していると，

非常に危険となる． 

また，このような段差へのつまずきやすべりに関

しては，障害物や路面の存在認識が重要となる．高

齢者は，視覚機能も低下してくるため，それらを発

見できない場合がある．そのため，周辺の照度環境

や段差にコントラストをつけるなど，視認性を向上

させる必要がある． 

(3) まとめ 

本稿は，居住空間の歩行のバリアフリーの社会的

意義について，高齢者の転倒の観点からの重要性を

述べた．今後の高齢化の進展を考慮すると，さらに

高齢者の居住空間における交通事故や転倒事故等は

増加すると考えられる．そのためには，転倒予防と

なる居住空間の歩行のバリアフリー化を進めること

が重要であり，そのような仕組みの構築が必要とな

る．また，歩きやすい居住空間は，高齢者の外出を

促し，健康維持にも寄与できると考えられることか

ら，居住空間のバリアフリー化の意義は大きい． 

 
参考文献 

1) 国土交通省資料：第 10 回ＩＴＳシンポジウム 2011

企画セッション「生活道路の事故ゼロとＩＴＳ」

http://www.its-jp.org/wp-content/uploads/2011/03/2-

1-1-honda.pdf 

2) 林泰史：高齢者の転倒とその社会的・経済的損失，

Medical Rehabilitation,No.104,PP119-125，2009 

3) 厚生労働省：統計表データベースシステム，人口動態

調査，平成 20 年，1C 上巻死亡第 5.31 表，不慮の事

故の種類別にみた年齢別死亡数，http://www.e-

stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001066473 
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5. 居住区内街路の交通静穏化の意義 

(三村泰広, 寺内義典) 

(1) はじめに 

我が国は，超少子高齢社会の到来を目前に控え，

この変化に速やかに対応する社会構造の変革に迫

られている．後期高齢者人口の急増に対し，自立

度を低下させない健康寿命の延長と，助けが必要

となった高齢者の生活の支持を目指したインフラ整

備が急務である．こうした背景から，平成23年，地

域住民が自立的に歩くまちづくりを目指す「健幸長

寿社会を創造するスマートウェルネスシティ総合特

区」1）が特区指定を受ける動きがある．なかでも交

通静穏化策の推進が重要なツールとして位置づけら

れている．本稿では，高齢者や障害者などの交通弱

者にとって，非常に身近でありながら整備が遅れて

おり活動領域が限定されがちな住区内街路に着目し，

その交通静穏化の意義を考える． 

 

(2) 少子高齢社会における交通静穏化の社会的意義 

そもそも，住区内街路の交通静穏化は，「歩行

者・自転車の交通安全」や「住環境保全」への効果

を目指し，実施されるもの2）である．この2点の効

果に着目しつつ，バリアフリーの観点から住区内街

路の交通静穏化による意義を探る． 

このうち，前者の「交通安全」の視点については，

直接的に死亡事故や障害の残る人身事故を減少させ

る効果がある．また，安全面から歩行環境が改善す

ることで，歩行者交通量の増加が期待される．さら

に後者の「住環境保全」の視点も加わることで，住

区内街路のアメニティが改善し，沿道コミュニティ

の活性化も期待される．交通安全と住環境保全のふ

たつの視点から，「徒歩での外出頻度の増加」につ

ながり，ひいては「心身の健康増進」につながる効

果が生まれると考えられる． 

このうち交通安全の視点については，国内外問わ

ず数多くの研究成果があり，ほぼ一般化された効果

と言える．統計からみると，生活道路におけるゾー

ン対策推進調査研究報告書3)において「H22年中の

年齢層別交通事故死者数は，65歳以上の高齢者が占

める割合が半数を超え，さらに高齢者について状態

別死者数をみると，歩行中が半数を占める」ことが

示されている．H18身体障害児・者実態調査4）によ

ると，身体障害者の3.0%，身体障害児の1.3%が，

障害の原因として交通事故をあげている．ただし，

どちらも住区内街路で歩行者が受けた事故に限定さ

れた統計ではない． 

次に，住環境保全の観点について，面的速度マネ

ジメントに関する総合研究5)によると，特に高齢者

などの交通弱者は，交通静穏化による居住環境に対

する評価が高いことが示されている（図5-1）． 

最後に，外出頻度の増加や心身の健康増進につい

ての根拠を探る．英国の研究に寄れば，交通静穏化

の整備によって適切な速度超過抑制が行われた場合，

住民交流を増やし，歩行者安全の認識を向上させ，

住区景観を向上させ，犯罪を減少させ，歩行者・自

転車交通を増加させるとする報告6）がみられる（表

5-1）．また，整備後に住民の身体的健康状態が向

上するとした研究7）がみられる（表5-2）． 

これら交通静穏化の社会的意義を示すエビデンス

は，まだ不十分であると言わざるを得ない．近年の

国内の交通静穏化の効果に関する研究は，交通量や

速度の抑制や交通事故の削減を指標とするものが多

い．少子高齢社会において期待される効果（外出頻

度の増加や心身の健康増進など）を明らかにしてい

く必要があるし，交通静穏化そのものがもたらす交

通安全と住環境保全の効果と，これらの効果の関連

や，具体の空間整備との関連について探る研究が必

図5-1 ゾーン30整備による居住地域の 安全性向上

について 

表5-1 交通静穏化後の行動変化 

 全

数 

回答者

数 

割合 

地区内をより歩くようになった 175 35 0.20 

地区内でより自転車を使うようになった 159 6 0.04 

子供を外でより遊ばせるようになった 152 18 0.12 

子供をより歩かせるようになった 152 19 0.13 

子供をより自転車に乗せるようになった 155 18 0.12 

 表5-2 交通静穏化前後でのSF-36(健康関連QOL)の変化 

 
導入前 導入後 

事前事後の

差 
 男性 

n=39 

女性 

n=78 
男性 女性 男性 女性 

身体スコア 31.3 33.2 42 40.7 10.7 7.5 
精神スコア 51.6 45.1 49.3 45.9 -2.2 0.8 

SF-36：健康関連 QOL（HRQOL: Health Related 

Quality of Life）を測定するための尺度．130 カ国語

以上に翻訳されて国際的に広く使用されている．サマ

リースコアは 8 つの下位尺度（身体機能，日常役割機

能，体の痛み，全体的健康感，活力，社会生活機能，

日常役割機能，心の健康）から算出され，値が大きい

ほど良い． 

 



 

 7 

要であろう． 

 

(3) おわりに 

交通静穏化とバリアフリーが両立する街路空間整

備の基準や手法を確立する必要がある．前述のゾー

ン対策マニュアル3)では，すでにバリアフリーに配

慮したデバイス設置や断面構成についても解説して

いる． 

平成23年9月の警察庁通達を契機としてゾーン30

が推進され，平成28年度末までに全国3,000箇所の

整備を目標としていることから，交通静穏化策が我

が国でも普及する機運がある．これを好機と捉え，

交通静穏化による住区内街路のバリアフリー整備，

歩行空間整備につなげていくことが必要である． 

さらに，前述のスマートウェルネスシティ総合特

区は，新潟県見附市を代表とし，他6市と筑波大学，

㈱つくばウエルネスリサーチが推進し，地域住民が

歩くことを基本とした生活様式に誘導することをひ

とつの目標としている．その目標達成に向けて提案

されている規制の特例措置には，「ライジングボラ

ードによる車両通行制限実施」「一定地域内での車

両の走行速度抑制による歩行者の優先通行のルール

化」「歩行者・自転車の安全で快適な通行環境を確

保するための標識，路面表示の設置」といった交通

静穏化手法が含まれている． 

こうした動きを支え整備を推進し，問題を早期に

発見し必要に応じた改善を打つために，科学的な根

拠となるエビデンスを体系的に蓄積していくことが

重要である． 

 

参考文献 

1) 見附市ホームページ：健幸長寿社会を創造する 

ス マ ー ト ウ ェ ル ネ ス シ テ ィ 総 合 特 区 ，

http://www.city.mitsuke.niigata.jp/kbn/Files/1/0015

1011/attach/sougoutokku.pdf 

2) 新谷洋二：「都市交通計画」第二版，技報堂出版，

2003 

3) 生活道路におけるゾーン対策推進調査研究検討委員

会：生活道路におけるゾーン対策推進調査研究報告

書，p.4，2011. 

4) 厚生労働省：平成 18 年身体障害児・者等実態調査結

果，pp.17-18，2012. 

5) 面的速度マネジメントに関する総合研究，（公財）

豊田都市交通研究所，2013. 

6) David S Morrison, et al : Evaluation of the health 

effects of a neighborhood traffic calming scheme, 

Journal of Epidemiology and Community Health, 

58, pp.837-840, 2004. 

7)  Ross Silcock Limited Social Research Associates, 

The community impact of traffic calming schiemes. 

Edinburgh: Central Research Unit, Scottidsh Ex-

ecutive,1999 

 
 

6. 福祉移動サービスの意義と担い手の意識  

 (猪井博登) 

 
(1) 福祉有償運送の現状 

 国土交通省1)によると，福祉郵送運送の登録団体

数は2012年3月末段階で，2,338団体であった．一

方，2007年3月末段階で2,300団体であったことか

ら，5年で微増でした．近畿地方に限ると，2012年

3月末に349団体であった． 

一方，図6-1には，近畿圏パーソントリップ調査

で調査された移動に不自由を感じると回答した者の

比率である．福祉有償運送の対象が公共交通機関を

利用することができない者と定義されていることか

ら，福祉有償運送を必要とする者は，人口の約

0.7％と推測される．なお，回答者の身体障害者手

帳の保有比率が実数よりも少なかったことから，身

体に困難がある者の回答は少なく，控えめに見た推

計といえる．近畿地方の人口は2090万人であること

から，福祉有償運送を必要とする者は14.6万人と推

測される．現在の登録団体で除すと，1団体当たり

419人を対応する必要がある．福祉有償運送の団体

は，零細な規模で行われており，この輸送を行うこ

とは不可能である．福祉有償運送の提供量は不足し

ており，供給増加が必要である． 

 

(2) 福祉有償運送の担い手 

図6-2に福祉有償運送を実施している団体の比率

を示した．NPO，社会福祉法人による実施が大半

となっている．筆者3)4)が指摘している通り，福祉有

0.9  

4.6  

0.8  

2.1  

0.7  

1.1  

0% 1% 2% 3% 4% 5%

歩行不能 

歩行困難 

車いすを利用 

付添い・介助を要す 

公共交通利用不可能 

視聴覚に不自由 

資料出典：第5回近畿圏パーソントリップ調査速報版 

（近畿地方整備局集計結果） 

図 6-1 移動に不自由を感じる人の比率 

資料出典：国土交通省2)の資料を基に作図 

図 6-2 福祉有償運送を実施する団体の種別 

48.7 46.2 

0.2 0.4 1.6 3.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

有効回答数 

（565団体） 

NPO 社会福祉法人 

一般社団法人など 農業協同組合 

消費生活協同組合 医療法人 

その他 
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償運送は赤字を生じる構造であり，自立が難しい．

そのため，福祉有償運送を運営する団体では，福祉

事業などで得られた利益をもって補填している．福

祉移動サービスが内部補助に依存するという点では，

英国のハックニーコミュニティトランスポートなど

に見られる社会的企業制度と類似している．しかし，

ハックニーコミュニティトランスポートでは，バス

事業と言った運輸事業が組み合わされていることに

対して，日本の福祉有償運送では，介護事業などと

組み合わされている．運輸事業で組み合わせが行わ

れている場合，運転者の育成，管理において福祉移

動サービスと乗合事業の共通化を図ることができ，

効率化が図れる．加えて，利用者の様態を考慮し，

乗用事業と乗合事業に振り分けることができ，効率

的に利用者を配分することが期待される．一方，我

が国の福祉有償運送では，他の運輸事業と分離して

運営されるため，福祉有償運送が不必要な人にまで

福祉有償運送を提供する状況さえ生じている． 

 

(3) 行政の役割 

福祉有償運送は移動のセーフティネットとしての

意義は大きいものの，移動の多くがこれに頼る環境

になると金銭的，人的負担が大きくなり，負担でき

ないことが考えられる．地方部を中心に，乗合事業

やタクシー等の乗用事業が衰退し，福祉有償運送や

外出支援などの福祉系サービスに利用者が増加し，

市町村の財政を圧迫している事例も生じている．以

上のような状況を脱却するためには，行政の関わり

方を変える必要がある．これまで，行政の福祉有償

運送への関与は，運営協議会での審議が中心である．

今後は，福祉移動サービスの拡充はかるとともに，

適正なあり方を検討することが求められる．具体的

には，前者については，福祉有償運送事業者が，他

の運輸事業と連携をとることができる環境の構築，

すなわち，一般乗合事業者との間を取り持つことや

社会的企業制度の構築が考えられる．後者について

は，交通計画の中に福祉有償運送を位置づけること

が求められる． 

 
参考文献 

1) 国土交通省：自家用有償旅客運送登録団体数・車両

数・登録件数（運輸支局別），全国移動ネットホー

ムページ，http://www.zenkoku-ido.net/_faq/120331

sityouson-fukusi.pdf，2012.3.31（最終訪問日2013.5.

6.） 

2) 国土交通省：運営協議会における合意形成のあり方

検討会配付資料 資料５自家用有償旅客運送の現状

等について，http://www.mlit.go.jp/common/000135

735.pdf，2010.1.21（最終訪問日2013.5.6.） 

3) 猪井博登，福本亮介: 福祉有償運送の運行費用に関す

る調査, 交通工学第30回研究発表会, 2010.9 

4) 猪井博登，森有一郎，新田保次: 福祉有償運送に対す

る利用者の支払意思額に関する研究, 土木計画学研

究・論文集Vol.27, 2010.9 

 

7. 高齢者・障害者の観光の社会的意義 

(鈴木克典, 石塚裕子) 

 

(1) 観光とバリアフリー 

観光のバリアフリー化の必要性については，1975

年の国際連合総会により採択された「障害者の権利

宣言」や国連障害者権利条約(2006)での「障害のあ

る人が，劇場，博物館，映画館，図書館，観光サー

ビス等の文化的な公演又はサービスが行われる場所

へのアクセスを享受し，また，可能な限度において

国の文化的に重要な記念物及び遺跡へのアクセスを

享受すること．(第 30 条第 1 項)」などの位置づけ

から明らかである． 

わが国の観光バリアフリーの取り組みが始まった

のは 1990 年代中頃からであり，1995 年 6 月の観光

政策審議会答申では，『高齢者や障がい者は日常生

活の範囲が限られており，旅による充足感が他の

人々より深い人々であり，このような人々が安心し

て手軽にできる旅行を促進することは極めて重要で

ある』と明言されている．施設整備面の改善を推進

する法律としては，2006 年 12 月に施行された「高

齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法

律（バリアフリー新法）」が，サービス面では，

NPO 等による観光バリアフリーへの取り組みが活

発化してきている．このような流れを概観し，中子

は「観光活動が徐々にではあるが，人間の生活にと

って権利にも似た重要な要素であるという認識の広

がりとして捉えることができよう」と述べている 1)．

しかし，具体的な取り組みは始まったばかりであり，

計画論も確立されていないといえる． 

 

(2) 観光振興とバリアフリーのコンフリクト 

近年，世界遺産ブームであるが，遺産的な観光地，

資源においては，オーセンティシティ（真実性）と

インテグリティ（完全性）とバリアフリー化のコン

フリクト（対立）がしばしば取り上げられる2)．し

かし，世界遺産の本来の趣旨は人類共通の財産とし

て，恒久的に保護することにあり，観光振興は副次

的なものである．図7-1に示すとおりアクセシビリ

ティ（利用可能性）については，遺産の種類や保護

の考え方により様々であるが，そこにノーマライゼ

利用制限

利用しないことへの平等の確保

ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ

（
利
用
可
能
性
）

古
墳
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ど
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姫
路
城
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床

利用することへの平等の確保

⇒代償行為を超える取り組み⇒快楽性の確保

高

低

富
士
山

図 7-1遺産的な観光地におけるアクセシビリティの 

考え方 
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ーション視点を含めてアクセシビリティをどこまで

確保するのか（利用しないことへの平等の確保）を

考えていくことが望まれる．コンフリクトが生じる

のは，遺産の保護が理由ではなく，利活用の考え方

（計画論）にあることを改めて認識しておく必要が

ある．そして，アクセシビリティの代償的措置をと

る場合，単なる代償措置を超えるユニバーサルな取

り組みが必要である． 

 

(3) 観光と移動特性 

表7-1は，日常的移動と非日常的移動，非日常的

移動をさらに観光・行楽とそれ以外に分類し，行動

の種類，目的，空間，手段，時間そして移動の必要

条件について整理したものである．非日常的移動の

中でも特に観光・行楽にともなう移動特性として，

「空間の認知度が低い」，「移動経路が非定型，探

索的である」，「移動の必要条件として快楽性が求

められる」の3点が他の移動とは異なる． 

まず１点目の空間認知では，初めて訪れる，不慣

れな土地であることを前提とする必要がある．この

ため，事前情報の提供，現地での情報提供など様々

な課題がある． 

2点目の経路特性は，観光・行楽における移動は定

型な遂行的移動（アクセス移動）と非定型な探索的

移動（周遊散策移動）の組み合わせで行われる．ア

クセス移動は日常的な移動の延長線上で考えること

が可能であり，これまでの研究蓄積が応用できる．

その一方で日常的な移動では決まった（定型の）経

路を繰り返し利用することが多く，合理的措置が取

りやすいのに対し，周遊散策移動は，経路が定まっ

ていない場合もあり，散策に代表されるように探索

的な移動も対象とする必要がある．このため，バリ

アフリー基本構想等で定める経路設定等の計画論で

は対応できない．３点目の移動の必要条件として安

全性や快適性は共通するが，定時性や効率性は観

光・行楽では必ずしも必要条件とはいえない場合も

あり，移動そのものが目的化し，そこに快楽性が求

められることが観光・行楽における移動の特性とい

える．以上，３点は観光の移動を考える上での重要

な視点となる． 

 

(4) 移動の快楽性への取り組み事例 

移動そのものに目的があり，快楽性の確保が必要

な例として，まちなみ観光がある．まちなみ観光は，

歴史的なまちなみなど「見て歩く」ことが目的とな

る．しかし，視覚障がい者は「見る」ことが難しい

ほか，知らない場所を「歩く」ことに不安を感じる

ことから，ニーズすら表明しないことが明らかにな

っている3)．しかし，京都府宇治市，岡山県倉敷市

では「見る」かわりに「触る」 

要素を取り入れたまち歩き観光を実施し，実施前後

において気分の改善効果や満足度が高まることが確

認されている4)． 

観光バリアフリーでは，日常生活行動のバリアフ

リーよりさらに，高齢者，障がい者それぞれの能力

を尊重し，活用することで，主体性や能動性，チェ

レンジ感など達成感を満足させるような，代償的措

置を超える取り組みが必要と考えている．このため，

計画論，設計論，剽悍論すべての面において研究課

題が山積している． 

 
参考文献 

1) 中子富貴子：観光の権利化とバリアフリー・ツーリ

ズム，日本福祉のまちづくり学会福祉のまちづくり

研究第13巻第3号,2011.11 

2) 秋山哲男，松原悟朗，清水政司，伊澤岬，江守央

著：観光のユニバーサルデザイン，学芸出版社，

2010 

3) 石塚裕子，新田保次：歴史的観光地における視覚障

がい者の行動の実態とニーズに関する基礎的研究，

土木計画学研究・論文集，Vol.27,No2,pp365-

表 7-1 日常的移動と非日常的移動の違い 

 
＊１：総務省が実施している社会生活基礎調査の分類による 

 

観光・行楽 観光・行楽以外

冠婚葬祭

出張・研修等

範囲 広域 広域

認知度 低 中

経路特性 非定型、探索的 定型、遂行的

安全性 安全性

定時性 定時性

効率性（所用時間） 効率性（所用時間）

快適性（混雑、疲労感等） 快適性（混雑、疲労感等）

快楽性

高

定型、遂行的

日常的移動

移動の必要条件

安全性

定時性

効率性（所用時間）

快適性（混雑、疲労感等）

徒歩、バス、鉄道が多い
福祉有償運送も対象となる

時間
自由時間

休日、休暇（お正月、ＧＷなど）

生活時間

平日が多い

移動手段（公共交通）
徒歩、タクシー、バス（高速バス、リムジンバス）、鉄道（新幹
線）、飛行機などすべて移動手段が対象
複数の移動手段の組み合わせ（乗り換え）が多い

行動目的 観光・行楽
通勤・通学・通院

買い物

空間

生活圏

非日常的移動

行動の種類*1 三次活動（自由に使える時間における活動）の占める割合が高い
二次活動（仕事、家事など社会生活を営む上で
義務的な性格の強い活動）の占める割合が高い
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374,2010 

4) 石塚裕子，新田保次：触る街並み観光の効果に関す

る基礎的研究，第27回日本観光研究学会全国大会学

術論文集,pp389-392,2012.12 

 

8. 運転と高齢者の生活の質 (北川博巳)  

現在、筆者らは「移動権の考え方に基づく移動環

境の整備・評価に関する研究小委員会」では、道路

交通と運転者分科会（メンバー：北川、嶋田、池田、

三村、樋口、天野）として活動しており、議論を展

開している。本稿では、高齢者交通の動向や視点、

そして、進展した高齢社会を迎えるにあたっての今

後の展開について概観する。 

(1) 高齢者交通の最近の動向について 

a)  交通安全からの視点 

近年の交通安全対策が功を奏し、交通事故死者数

は激減したが、高齢者の交通事故死者数は高齢者人

口増もあって、現在も増えている。高齢者の交通事

故死者数は歩行中の事故が大半だったが、今では高

齢ドライバーの事故が急増している。とくに、認知

機能と運転の関係性が高齢ドライバーの事故に影響

があるとの認識のもとで、世界各国で高齢ドライバ

ーの運転に関するアプローチが取られている。わが

国では免許更新時における認知試験を導入している

が、いずれの国・地域でも運転できないことは地域

での生活を困難にするため、どのようにして断念を

するかについては未だ多くの課題を抱えている。し

かし、高齢ドライバー当事者も運転継続については

意識しており、多くのアンケート結果で、今は自動

車で毎日問題なく運転しているが、いつまで運転で

きるかについては不安を抱えている。よって、バス

などの交通機関の利用は意識しているなどの結果は

ある程度は出ている。ただし、公共交通は疲弊して

おり、問題の解決には公共交通へのスムースな転換、

バスやタクシー意外の移動手段の開発、高齢者に配

慮した交通安全対策など、多様な取組みも考えてゆ

かねばならない。 

b) 高齢者政策からの視点 

近年の高齢者政策は、健康余命の延伸、要介護状

態の先延ばしに向いており、介護予防のポピュレー

ションアプローチが各地でとられている。介護予防

の対策として、栄養・運動など身体的な予防とその

効果は兼ねてから言われていることであるが、近年

は社会参加や交流が必要であるとの認識に立ってい

る。すなわち、高齢者の生活の質を高め、可能な限

り現在の居住地域での暮らしを維持するためには、

質の高い栄養状態を保つための買物、医療コントロ

ールのための通院、そして歩行など日常生活の移動、

そして会話・社会活動・就労を始めとする社会参加

のための移動手段は非常に重要であると考えられる。

このように一般的な介護予防のアプローチでも外出

は重要であるという認識はされているが、要介護に

至るまでの対象外となりうる虚弱高齢者への対応に

ついては、現行の福祉制度と移動交通の結びつきは

弱い。また、交通政策としてタクシーチケットの配

布などに限られており、地域交通の実践現場でもま

だ認識が低く、福祉領域と交通領域の重なりの議論

は今後必要である。研究においては、歩行・運転な

どの能力面・行動面の把握は多くの領域でされるこ

ともあるが、政策としての需要分析は課題である。

その前段階として、地域居住高齢者の交通手段の利

用—実態や高齢ドライバーの数の推定など高齢者の

移動実態についての更なるデータの蓄積は必要であ

る。 

c) 車両・道路等技術的な視点 

急増する高齢ドライバーのために、新たなコンセ

プトの車両開発も進んでいる。2009年には、全国35

道府県の知事で構成する「高齢者にやさしい自動車

開発推進知事連合」が発足し、「高齢者にやさしい

自動車開発委員会」では、高齢ドライバーの事故分

析や高齢ドライバーアンケート調査によって、高齢

者にやさしい自動車のコンセプトを検討している。

また、ここ数年では車両開発だけでなく、社会実験

の形で地域への実装も確実に進んでいる。ただし、

普及が進むと安全性の確保が重要となる。道路空間

上の、線形、安全性、通行帯、運用、管理などの受

け入れ態勢、走行支援のための道路技術、設計や指

標、既存の法制、交通システムとの共存など、これ

ら新たな移動手段を受け入れるための社会設計は重

要である。 

 

(2) 土木計画として考えるべき課題 

社会参加は高齢社会における重要なキーワードで

あり、そのためのモビリティ確保は重要な施策とな

りうる。居住地域での生活を可能にするためのモビ

リティ確保が生活の質に及ぼす影響と課題について、

土木計画の視点から解決してゆくことは、これから

の高齢社会対策として重要である。今回は課題とあ

り方の列挙しかできないが、大きく分けると交通面

での安全確保と空間整備、地域交通の維持確保と高

齢の利用者向けの交通手段、そして居住継続のため

の施設配置の３つを関係づける必要性があることに

ついては今後も議論を深めたい。 

交通安全と空間整備については、現行のバリアフ

リー対策は重要であるが、高齢者の身体的な能力面

や歩行モードへの対応は課題が多い。とくに、近年

高齢者の交通事故で取り上げられるものがアシスト

付き自転車やハンドル型電動車いすがあり、その背

景には免許を持たない高齢者や免許返納をした高齢

者の代替交通手段のあり方への対応が課題である。

これら交通手段の行動研究はまだ少なく、データな

ど裏付けを取りながら整理していくことが必要であ

る。また、近年は生活道路のゾーン整備も言われて

おり、高齢歩行者向けの安全性の確保、高齢ドライ

バー向けの整備方法、生活道路、幹線道路のあり方、

わかりやすいネットワーク空間などについてはさら

に研究を進める必要がある。 

つぎに、地域交通からの視点としては、自動車で

移動しなければモビリティ確保が困難な地域（人口

低密度地域など）向けの方略と公共交通の活性化で
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対応できる地域向けの方略を考えねばならない。そ

のためには、多様な手法、市町村の工夫などが必要

であるが、高齢者のライフスタイルを踏まえた社会

参加や交流の実態とモビリティ確保レベルなどを兼

ね合わせた客観的なデータを押さえながら地域での

実践研究を確立する必要を感じている。 

最後に遠距離の医療機関の往復や買物などの日常

行動について移動交通手段に頼ることが多いが、交

通手段だけを整備しても限界がある。そのためには、

都市部・郊外・人口低密度地域・過疎地などの施設

配置のあり方、土地利用や開発手法などについて、

その効果研究を展開し、具体的なコンパクトシティ

やコンパクト居住について考察を深めてゆく必要が

ある。この時に移動と生活の質の概念のもとで議論

を展開する必要が新たに生じてくるものと思われる。 

 

9. まとめ ～ 移動・交通環境整備と移動の権

利 (横山 哲) 

 

セッション当日に資料配布を予定している． 

 
(2013.5.7 受付) 
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